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○地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号） 

 

（各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等） 

第二十八条 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる

事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評

価を受けなければならない。 

一 次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度における業務の実績 

二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 当該事業年度における業務の実

績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績 

三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の

期間における業務の実績 

２ 地方独立行政法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めると

ころにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事

項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提

出するとともに、公表しなければならない。 

３ 第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を

付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度に

おける業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び

分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。 

４ 設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目

標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見

を聴かなければならない。 

５ 設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対

して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。 

６ 設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該地方独

立行政法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができ

る。 

 

（評価の結果の取扱い等） 

第二十九条 地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並び

に業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公

表しなければならない。 

 

（中期目標の期間の終了時の検討） 

第三十条 設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に

見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の

期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他

その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移

管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。 

２ 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴か

なければならない。 

３ 設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表し

なければならない。 
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○地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会条例 

 

 制定 平成21年３月26日条例第25号 

改正 平成30年３月29日条例第19号 

令和３年12月27日条例第73号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号。以下「法」という。）第

11条第４項の規定に基づき、地方独立行政法人福岡市立病院機構評価委員会（以下「委員

会」という。）の所掌事務、組織及び委員その他の職員その他委員会に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長が次

に掲げる事項を行うに当たり、市長の諮問に応じて審議し、意見を述べるものとする。 

(1) 法第26条第１項の規定に基づく中期計画の認可 

(2) 法第28条第１項各号に規定する当該事業年度における業務の実績及び同項第３号に

規定する中期目標の期間における業務の実績に係る評価 

２ 委員会は、前項に定めるもののほか、市長の諮問に応じて審議し、意見を述べるものと

する。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内で組織する。 

２ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、委員会に臨時委員を置くことができ

る。 

（委員） 

第４条 委員は、医療又は経営に関し優れた識見を有する者その他の学識経験を有する者の

うちから、市長が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員） 

第５条 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が任命す

る。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとす

る。 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開く

ことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、委員長の決するところによる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、保健医療局において処理する。 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。 


